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Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税の加算税賦課決定通知書（内国消費税等の加算税賦課決定通知書兼用）

（Ｃ－1045） 

 

 関税の加算税賦課決定通知書の記載要領は、次による。 
 ⑴～⑺ （省略） 
 ⑻ 通知書の記の表の各欄の記載要領は、次による。 
  イ及びロ （省略） 
  ハ 「加算税の種類、率」欄の「過少・無申告加算税 （ ）」の行に

対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額①」欄及び「加算

税の額④」欄）には、関税法第 12 条の２第１項に規定する過少申告

加算税又は同法第12条の３第１項若しくは第５項に規定する無申告

加算税のいずれかに対応する事項を記入する。この際、加算税の種類

により「加算税の種類、率」欄中、不要の文字を抹消するとともに、

括弧内に適用する税率を記載する。 

    「加算税の種類、率」欄の「過少・無申告加算税（加算分）（ ）」

の行に対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額②」欄及び

「加算税の額⑤」欄）には、関税法第 12 条の２第２項に規定する過

少申告加算税（加算分）又は同法第 12条の３第２項 若しくは第３項

に規定する無申告加算税（加算分）に対応する事項を記入する。なお、

同法第 12 条の３第２項及び第３項の規定の適用がある場合は、加算

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税の加算税賦課決定通知書（内国消費税等の加算税賦課決定通知書兼用）

（Ｃ－1045） 

 

 関税の加算税賦課決定通知書の記載要領は、次による。 
 ⑴～⑺ （同左） 
 ⑻ 通知書の記の表の各欄の記載要領は、次による。 
  イ及びロ （同左） 
  ハ 「加算税の種類、率」欄の「過少・無申告加算税 （ ％）」の行

に対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額①」欄及び「加

算税の額④」欄）には、関税法第 12条の２第１項《過少申告加算税》

に規定する過少申告加算税（通常分）又は同法第 12 条の３第１項若

しくは 第４項《無申告加算税》に規定する無申告加算税（通常分等）

のいずれかに対応する事項を記入する。この際、加算税の種類により

「加算税の種類、率」欄中、不要の文字を抹消するとともに、括弧内

に適用する税率を記載する。 

    「加算税の種類、率」欄の「過少・無申告加算税（加算分）（５％）」

の行に対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額②」欄及び

「加算税の額⑤」欄）には、関税法第 12 条の２第２項に規定する過

少申告加算税（加算分）又は同法第 12 条の３第２項に規定する無申

告加算税（加算分）に対応する事項を記入する。なお、同項の適用が
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税の率を「（５％＋10％）」と記載する。また、同項の適用がない場合

には、「②」及び「⑤」欄は一括して斜線で抹消する。 
    「加算税の種類、率」欄の「重加算税 （ ）」の行に対応する各

欄（「加算税の計算の基礎となる本税額③」欄及び「加算税の額⑥」

欄）には、関税法 第 12条の４第１項若しくは第２項 に規定する重加

算税 又は同条第３項に規定する重加算税（加算分）のいずれか に対

応する事項を記入する。なお、同法第 12 条の４第１項及び第３項の

規定の適用がある場合は、加算税の率を「（35％＋10％）」と記載する。

また、同項の適用がない場合には、「③」、「⑥」、「⑧」及び「⑩」欄

を、過少申告加算税又は無申告加算税 のいずれも 適用がない場合に

は、「①」、「②」、「④」、「⑤」、「⑦」及び「⑨」欄を一括して抹消す

る。 
  ニ 「加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）」欄の各欄に

は、各加算税の計算の基礎となる本税額について、それぞれ関税法第

12 条の２第５項、第 12条の３第７項 又は 第 12条の４第４項 の規定

により端数計算を行った後の金額を記載する。 
    なお、関税法第８条第３項の規定に基づく再賦課決定により加算税

を減額する場合には、変更しようとする加算税の賦課決定において既

に確定している加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）を

「①」、「②」及び「③」欄下部の括弧内に併せて記載する。 
  ホ 「加算税の額」欄（「④」、「⑤」又は「⑥」欄）には、「①」、「②」

ない場合には、「②」及び「⑤」欄は一括して斜線で抹消する。 
    また、「加算税の種類、率」欄の「重加算税 （ ％）」の行に対

応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額③」欄及び「加算税

の額⑥」欄）には、関税法 第 12条の４《重加算税》に規定する重加

算税に対応する事項を記入する。なお、同項の適用がない場合には、

「③」、「⑥」、「⑧」及び「⑩」欄を、過少申告加算税 （通常分）又

は無申告加算税 いずれも 適用がない場合には、「①」、「②」、「④」、

「⑤」、「⑦」及び「⑨」欄を一括して抹消する。 
 
 
 
 
  ニ 「加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）」欄の各欄に

は、各加算税の計算の基礎となる本税額について、それぞれ関税法第

12条の２第５項、第 12条の３第６項 又は 第 12条の４第３項 の規定

により端数計算を行った後の金額を記載する。 
    なお、関税法第８条第３項の規定に基づく再賦課決定により加算税

を減額する場合には、変更しようとする加算税の賦課決定において既

に確定している加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）を

「①」、「②」及び「③」欄下部の括弧内に併せて記載する。 
  ホ 「加算税の額」欄（「④」、「⑤」又は「⑥」欄）には、「①」、「②」
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又は「③」欄に記載した金額にそれぞれの加算税の率を乗じて得た金

額を記載する。この場合において、各欄には、関税法第 12 条の２第

５項、第 12 条の３第７項 又は 第 12条の４第４項 の規定による端数

計算を行うことなくそのまま算出金額を記載する。 
    「加算税の額④」欄中括弧（「（①× ）」）内及び「加算税の額⑥」

欄中括弧（「③× 」）内の余白には、加算税の種類により、適用する

税率を記載する。 
  ヘ （省略） 

  ト 「この通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「過少・

無申告加算税 （ ）」の行（「⑨」欄）には、「④」欄に記載した金

額又は「④」及び「⑤」欄に記載した金額の合計額について関税法第

12 条の２第５項又は 第 12 条の３第７項 の規定により端数処理を行

った後の金額と「⑦」欄に掲げた金額との差額を記載する。また、「こ

の通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「重加算税（ ）」

の行（「⑩」欄）には、「⑥」欄に記載した金額について 同法第 12条

の４第４項 の規定により端数処理を行った後の金額と「⑧」欄に掲

げた金額との差額を記載する。この場合において、「④」欄に記載し

た金額若しくは「④」及び「⑤」欄に記載した金額の合計額又は「⑥」

欄に記載した金額をそれぞれ上記のとおり端数処理を行った後の金

額を、「⑦」又は「⑧」欄に記載した金額が上回る場合（この通知に

より加算税の額が減少する場合）には、差額の冠頭に△を付して記載

又は「③」欄に記載した金額にそれぞれの加算税の率を乗じて得た金

額を記載する。この場合において、各欄には、関税法第 12 条の２第

５項、第 12条の３第６項 又は 第 12条の４第３項 の規定による端数

計算を行うことなくそのまま算出金額を記載する。 
    また、「加算税の額④」欄中括弧（「（①× ％）」）内及び「加算

税の額⑥」欄中括弧（「③× ％」）内の余白には、加算税の種類によ

り、適用する税率を記載する。 
  ヘ （同左） 

  ト 「この通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「過少・

無申告加算税 （ ％）」の行（「⑨」欄）には、「④」欄に記載した

金額又は「④」及び「⑤」欄に記載した金額の合計額について関税法

第 12 条の２第５項又は 第 12 条の３第６項 の規定により端数処理を

行った後の金額と「⑦」欄に掲げた金額との差額を記載する。また、

「この通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「重加算

税 （ ％）」の行（「⑩」欄）には、「⑥」欄に記載した金額につい

て関税法第12条の４第３項の規定により端数処理を行った後の金額

と「⑧」欄に掲げた金額との差額を記載する。この場合において、「④」

欄に記載した金額若しくは「④」及び「⑤」欄に記載した金額の合計

額又は「⑥」欄に記載した金額をそれぞれ上記のとおり端数処理を行

った後の金額を、「⑦」又は「⑧」欄に記載した金額が上回る場合（こ

の通知により加算税の額が減少する場合）には、差額の冠頭に△を付
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する。 
  チ （省略） 

して記載する。 

  チ （同左） 

 


